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細胞診検査の所要日数変更のお知らせ 
 

 

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申

し上げます。 

この度、弊社の細胞診検査につきまして、検査体制の見直しおよび品質確保の観点から、誠に恐

縮ではございますが、一時的に検査所要日数を変更させていただくこととなりました。 

現在、検査体制の強化に全力で取り組んでおり、できる限り早期の通常運用再開を目指してまい

ります。 

ご利用の先生方には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い

申し上げます。 

謹白 
 
 
■ 所要日数変更日及び変更内容 

【変更日】 ２０２６ 年 ３ 月 ２５ 日（水）報告分より 

項目コード 検査項目 
所要日数 

現状 変更 

２９００ 

細胞診 
（婦人科 Ｔｈｉｎｐｒｅｐ法） 

３～１３ ３～１６ 
細胞診 
（婦人科 ＳｕｒｅＰａｔｈ法） 

２９９０ 細胞診（婦人科） ４～１３ ４～１６ 

２９９１ 細胞診（その他材料） ３～１３ ３～１６ 

２９０１ 細胞診（保存喀痰） ３～１３ ３～１６ 

※所要日数は営業日であり、日・祝日は含みません。 

※以下の場合には、所要日数の範囲からさらに報告が遅くなります。 

  ・細胞少数や判断が難しく、標本再作製が必要になった場合 

  ・検査室からの問い合わせが必要になった場合 

  ・専門医を指定している場合 

  ・「子宮がん検診受診表」の送付遅れや破損標本など特別対応が必要な場合 

以上 
 

検査のご依頼に関するご不明な点やご要望等につきましては、弊社営業担当、 

または学術インフォメーションまでお問い合わせ下さい。TＥＬ：０７５－６３１－６２３０ 
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